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かわさきこども園 重要事項説明書 

 

教育・保育の提供を開始するにあたり、こども園より説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１ 施設運営主体 

名 称 川崎町教育委員会 

所 在 地 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁 175番地１ 

電 話 番 号 0224－84－2111（代表） 

代 表 者 氏 名 教育長 大沼 吉朗 

 

２ 施設概要 

施 設 の 種 類 幼保連携型認定こども園 

施 設 の 名 称 川崎町立かわさきこども園 

施設の所在地 宮城県柴田郡川崎町大字前川字伊勢原 27番地 

連 絡 先 0224－84－5247 

管 理 者 園長 河野 忍 

利 用 定 員 

※1 

１号認定子ども 

幼稚園 3～5歳 

２号認定子ども 

保育所 3～5歳 

３号認定子ども 

保育所 1・2歳 

３号認定子ども 

保育所 0 歳 

50人 150人 65人 21人 

開 設 年 月 日 平成 22年４月１日 

自 己 評 価 こども園の保育・教育活動その他園運営の状況について、自ら評価を行います。 

第 三 者 評 価 

※2 

自己評価を踏まえ、園児の保護者、その他当園の関係者（こども園の職員を除

く。）による評価を行います。 

※1 保育教諭の配置状況により利用定員が変更になる場合があります。 

※2 自己評価及び第三者評価は職員室に備えてありますので、いつでもご覧ください。 

３ 施設の目的及び運営方針 

０歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもに対し、その成長と発達を見据えた一貫した保育、幼児

教育を実施し、健康で豊かな心を持つ子どもを育てていくとともに、子育て家庭に対する育児を支援し、家庭

と地域の子育て力の向上を図ることを目的とします。 

 

【運営方針】 

・心身ともに健康な子どもの育成を目指し、０歳から就学前までの一貫した保育・教育を行う。 

・保育時間や集団生活の年数に配慮し、発達に応じた適切な保育・教育を行う。 

・園内外の自然環境を生かし、四季折々の自然の中でいろいろな感動体験をとおして、心豊か

な子どもの育成を助長する。 

・家庭や地域さらに小学校との連携を図りながら、開かれた「かわさきこども園」を目指す。 

・家庭支援のため預かり保育や病気回復期の子どものための病後児保育を行う。 

・こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法

律第 77号）及び子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）並びに川崎町立かわさきこども園設置

条例（平成 21年条例 27号）その他の関係法令を遵守して運営する。 
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４ 施設・設備等概要 

敷 地 

敷地全体 13,397㎡ 

園  庭 幼児棟 1,828 ㎡ 

乳児棟   369 ㎡ 

園 舎 

構  造 木造 

延べ面積 2,188.37 ㎡ 

築 年 月 乳児棟 平成 23年３月 

幼児棟 平成 15年３月 

 

（1）乳児棟 

設 備 部屋数 備  考 

乳児室 １ いちご組（０歳児クラス） 

ほふく室 １ いちご組（０歳児クラス） 

保育室 １ 

１ 

１ 

１ 

さくらんぼ組（１歳児クラス） 

みかん組（１歳児クラス） 

ばなな組（２歳児クラス） 

めろん組（２歳児クラス） 

遊戯室（ホール） １  

 

（2）幼児棟 

設 備 部屋数 備  考 

保育室 １ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

う さ ぎ 組（３歳児クラス） 

り  す組（３歳児クラス） 

ぱ ん だ 組（４歳児クラス） 

く  ま組（４歳児クラス） 

き り ん 組（５歳児クラス） 

ぞ  う組（５歳児クラス） 

遊戯室（ホール） １  

 

（3）共通設備 

設 備 部屋数 備  考 

職員室 １  

調理室 １  

病後児室 １  

子育て支援センター ２ 子育て支援・一時預かり・育児相談 
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５ 職員の配置状況 

（1）かわさきこども園（平成 30年２月 1日現在） 

職 種 職員数 うち常勤  うち非常勤 備 考 

園長 1人 1人   

主任保育教諭 2人 2人   

保育教諭 29人 25人 4 短時間勤務を含む 

保育教諭補助員 3人 3人   

看護師 0人   臨時看護師を募集中 

栄養士 1人 1人  業務委託 

調理員 9人 9人  業務委託 

事務員 3人 3人  幼児教育課 

用務員 2人 2人   

嘱託医（小児科） 1人  1人  

嘱託医（歯科） 1人  1人  

嘱託薬剤師 1人  1人  

※職員の人数は園児の増加等により変更する場合があります。 

（2）子育て支援センター 

職 種 職員数 うち常勤  うち非常勤 備 考 

センター長 1人 1人   

保育士 1人 1人   

子育て支援員 1人 1人   

 

６ 教育・保育の提供日 

短時間保育児 中時間保育児・長時間保育児Ⅱ 

①学期（２学期制） 

第１学期  ４月１日から 

10月８日（第 2月曜日）まで 

第２学期  10月９日（第 2月曜日の翌日）から 

翌年３月 31日まで 

月曜日から土曜日 

ただし、日曜日、国民の祝日に関す

る法律に規定する休日、年末年始（12

月 29 日から 1 月 3 日）は除く 

 

※長時間保育児Ⅰは、 

月曜日から金曜日 

 

②休園日 

・土曜日、日曜日、国民の祝日に関する 

法律に規定する休日 

・学年始休業日 4 月  1日 ～   4月 7日 

・夏季休業日  7 月 21日 ～   8 月 23 日 

・秋季休業   10月 9日、10日 

（第２月曜日の翌日及び翌々日） 

・冬季休業日  12月 24日 ～翌年 1 月  7日 

・学年末休業日 3 月 25日 ～   3 月 31 日 
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７ 教育・保育内容 

  こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、以下に掲げる教育その他の

便宜の提供を行います。 

（1）特定教育・保育の提供 

『８教育・保育の提供時間』に記載する時間において、教育・保育を提供します。 

（2）０歳から就学前までの一貫した教育を行います。 

（3）発達に応じた適切な保育、教育を行います。 

（4）自然環境を生かし、感動体験を通して心豊かな子どもの育成を助長します。 

（5）家庭や地域小学校との連携を図りながら子どもたちが豊かな経験を得られるよう、開かれた 

こども園を目指します 

（6）食事の提供 

自園で調理を行い、園児の年齢に応じ、以下とおり食事の提供を行います。 

食物アレルギーへの対応は、保護者から提出される医療機関の診断書又は指示書に従って、

除去食又は代替食を提供します。（例）卵、牛乳、魚、ピーナッツなど 

区 分 午前間食 昼 食 午後間食 備 考 

乳児棟 10時頃 11時頃 15時頃 昼食は完全給食です 

幼児棟  11時 30分頃 15時頃 昼食は副食給食です 

（7）その他   預かり保育、延長保育、病後児保育の実施 

 

８ 教育・保育の提供時間 

区 分 開園日 提供時間 預かり保育 延長保育 

短時間保育 月～金 8時 30分から 

13時 30分まで 

7時 30分から 8時 30分 

13時 30分から 18 時 30 分 

 

中時間保育 月～土 8時 30分から 

16時 30分まで 

7時 30分から 8時 30分 

16時 30分から 18 時 30 分 

 

 

月曜日から金曜日 

7時から 7時 30分 

長時間保育Ⅰ 月～金 7時 30分から 

18時 30分まで 

土曜日のみ 

7時 30分から 18 時 30 分 

長時間保育Ⅱ 月～土 7時 30分から 

18時 30分まで 

 

 

  ※預かり保育及び延長保育を利用する場合は、申込書の提出が必要になりますので事前に 

申出願います。 

 

９ 利用負担金 

（1）特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

①利用者負担 

川崎町立かわさきこども園設置条例（平成 21年川崎町条例第 27号）第 12条で定める利用者

負担についてお支払いいただきます。 

なお、利用者負担金決定通知書については、４月上旬及び９月上旬に送付いたします。 

また、広域入所の方は、支給認定を受けた市町村が定める利用者負担についてお支払い

いただきます。 
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②給食費（短時間保育のみ）  月額 3,500円 

 

③支払方法 

・口座振替払 

みやぎ仙南農業協同組合、七十七銀行、仙南信用金庫、ゆうちょ銀行いずれかの本支店

口座から毎月月末に引落します。 

ただし、月末が金融機関休業日の場合は翌営業日に引落します。 

・納付書払 

納入通知書を送付いたしますので、記載されている納付場所にて納入いただきます。 

納入期限は毎月月末ですが、月末が金融機関休業日の場合は翌営業日を期限とします。 

④預かり保育利用料 

『８教育・保育の提供時間』に記載された預かり保育の時間帯において、預かり保育を行

います。 

預かり保育利用料は、利用日から 14日以内にこども園に直接納入いただきます。 

区 分 乳児棟（0～2 歳） 幼児棟（3～5 歳） 

４時間まで 1,000 円 700円 

４時間超 1,500 円 1,200 円 

 

⑤延長保育利用料 

『８教育・保育の提供時間』に記載された延長保育の時間帯において、延長保育を行いま

す。延長保育利用料は、利用日から 14 日以内にこども園に直接納入いただきます。 

なお、中時間利用の 7 時 30分から 8時 30分のみの預かり保育と併用する場合は、免除に

なります。 

区 分 乳児棟（0～2 歳） 幼児棟（3～5 歳） 

１日 1,000 円 700円 

月利用 20,000円 14,000円 

 

（2）教育・保育の提供に要するその他負担金等 

  （1）に掲げる利用者負担のほか、下記に掲げる費用を負担していただきます。 

    集金袋で毎月５日までにこども園に直接お支払いいただきます。 

NO 項 目 金 額（H29） 備 考 

1 保護者会費 月額 300 円 活動費、園行事の支援などのため 

2 月刊誌代 月額 400 円 毎月配本のため 

3 教材費（短時間保育のみ） 月額 250 円 園児の保育材料代のため 

4 修了準備金（年長児のみ） 月額 530 円 修了アルバム写真などのため 

 

10 入園・退園・転園・休園・卒園に関する事項 

（1）入 園 

①１号認定子どもの入園選考について定員を超えた場合は、抽選・先着順とします。 

②２号認定子ども及び３号認定子どもの入園については、町が利用調整を行います。 



6 

 

（2）退 園 

①利用期間の途中で退園を希望する保護者は、退園届を提出してください。 

②教育委員会は、次のいずれかに該当する場合には、児童の入園を取消又は解除すること

ができます。 

・虚偽の申込により入園の承認を受けたとき 

・子どもの心身が虚弱で保育に耐えられないと教育委員会が認めたとき 

・子どもに感染性のおそれのある伝染病感染性疾患が認められたとき 

 

（3）転 園 

転居等により他の教育・保育施設等への転園を希望するときは、転園希望月の１か月前ま

でに園長に申し出てください。 

 

（4）休 園 

①１号認定子どもについて、病気その他の理由により休園の希望するときは、速やかに園長

に申し出てください。 

②児童が多数伝染病に罹患する等、教育・保育上重大な影響があるときは、休園となる場合

があります。 

（5）卒 園 

こども園は、児童が小学校に就学したときは、教育・保育の提供を修了します。 

 

11 緊急時における対応方法 

お預かりしているお子さんに病状急変または突発的な怪我による負傷等の緊急事態が発生し

た場合には、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医と相談の上、必要に

応じて主治医又は救急病院である川崎病院を受診します。 

保護者と連絡が取れない場合には、児童の身体の安全を最優先させ、医療機関での必要な対

処を行う場合がありますので、あらかじめご了承願います。 

 

（1）救急病院 

名  称 国民健康保険 川崎病院 

所 在 地 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原 23 番地 1 

電話番号 0224－84－2119 

（2）救急隊 

名  称 大河消防署 川崎出張所 

所 在 地 宮城県柴田郡川崎町大字前川字町尻 11 番地 1 

電話番号 0224－84－2370 

（3）警察署 

名  称 大河原警察署 川崎駐在所 

所 在 地 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁 16 番地 3 

電話番号 0224－84－2211 
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12 非常災害時の対策 

こども園は、非常災害時には別途定める防災計画により対応します。 

防災設備 ・自動火災報知機 ・ガス漏れ警報器 ・非常警報装置 

・誘導灯 ・拡声設備 ・火災時用貯水槽 ・消火器 

・（幼児棟のみ）自家発電装置 

・（乳児棟のみ）災害用蓄電池 

・震災用備蓄：食糧（米、レトルト食品、菓子類） 

       飲料水（約 210人×2日分） 

       拡声器・携帯ラジオ・懐中電灯 

避難・消火訓練 避難訓練は、毎月１回実施します。 

避難場所 第１避難場所：こども園駐車場 

第２避難場所：川崎町立川崎中学校 

防火管理者 小林純子（子育て支援センター長） 

 

13 賠償責任保険の加入 

（1）かわさきこども園 

①保険会社 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

②加入保険の種類 

災害共済給付制度 

③加入保険の内容 

こども園の管理下における児童生徒等の災害に対して災害共済給付を行います。 

   ④給付金額 

     医療費 5,000 円以上（全額：診察のみの場合は非該当になる場合があります。）で、 

    子ども医療費助成券（ピンク色）を利用した場合は、「その１割」を、利用しなかった 

場合は、「その４割」を給付します。 

 

（2）子育て支援センター 

①保険会社 

一般財団法人 女性労働協会 

②保険の種類 

研修・会合傷害保険 

③保険の内容 

子育て支援センターが主催する各種事業の参加者が、事業の開催中及び各種事業への往

復途上（自宅との通常経路）に障害を負った時に補償するものです。 
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14 嘱託医 

   こども園の嘱託医については、以下の医療機関に嘱託しております。 

（1）内科、小児科 

医療機関の名称 医療法人社団 山家内科小児科医院 

小児科園医名 山家 誠 

所在地 宮城県柴田郡川崎町大字前川字中町 76 番地 2 

電話番号 0224－84－2023 

 

（2）歯科 

医療機関の名称 山家歯科クリニック 

小児科園医名 山家 仁 

所在地 宮城県柴田郡川崎町大字前川字中町 76 番地 2 

電話番号 0224－84－2266 

 

15 守秘義務及び個人情報の取扱いについて 

こども園の特定教育・保育の提供にあたって、職員及び職員であった者が知り得た個人情

報や秘密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはあ

りません。 

 

16 意見・要望等に関する相談窓口 

こども園では「川崎町立かわさきこども園利用者の意見・要望等の相談解決実施要領」に基づき、

保護者からの意見・要望を受け付けた場合の適切な対応・改善を図ることを目的として、以下のとおり

相談窓口を設置しております。 

相談窓口 

・解決責任者：氏名 河野忍 （役職 園  長） 電話 0224－84－5247 

・受付担当者：氏名 大宮陽一（役職 課長補佐） 電話 0224－84－5247 

・事 務 局：幼児教育課 

・相談時間 ：開園日、開園時間内 

・電話番号 ：0224－84－5247  ・FAX番号 0224－84－6838 

・受付方法 ：面接・文書・電話等の方法で受付けます。 

・対応方法 ：意見・要望の内容を記録し、解決責任者により責任を持って解決を図ります。 

申し出た保護者が第三者委員への報告を拒否した場合を除き、必要に応じて第三

者委員の立会いを依頼する場合があります。 

 

第三者委員  

氏名 

役職・肩書等 

森岡イマエ 

川崎町婦人団体連絡協議会会長 

平泉和代 

民生委員・主任児童委員 
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かわさき園における教育の提供の開始にあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

川崎町立かわさきこども園長  河野 忍  殿 

 

 

 

私は、本書面に基づいて川崎町立かわさきこども園の利用にあたっての重要事項の説明を受け、

同意しました。 

 

 

 

平成３０年   月   日 

 

 

 

保護者住所                                     

 

 

児童氏名                            

 

 

保護者氏名                         ㊞ 

 

 

児童から見た続柄             


